
一‾Ｆｙ告示 第１ １８号

農業 の有 する 多面 的機 荒の 発揮 の促 進に 関す る毎律（ 平成 ２６ 年法

律第 ７８ 倚） 第７ 条第 ５項 の規 定に より 多を 蝪機 氈発 揮ぽ耄事 業に関

する 計画 を認 定し たの で、 回条 第６ 項の 規定 によ り、 その 概ぢ を次の

とお りぬ 表す る。

令和 ６年 ８　Ｊ１　３０　口

一アｙ長　 小慨寺　 美　を


